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第１章 総則 

  

 第１節 一般事項 

 

 

  １．概要 

    本業務委託は、安田給水区水質検査業務委託である。受注者は定められた期間内に

検体の回収、運搬、検査、結果書作成を行うものとする。 

 

  ２．適用範囲 

    この仕様書は、阿賀野市水道事業(以下「発注者」という。)が発注する安田給水区

水質検査業務委託に適用するものであり、特に記載のないものは、阿賀野市財務規則

による。 

 

  ３．検査内容 

    本業務委託の検査項目及び回数は、令和 7年度阿賀野市水質検査計画に基づく。 

 

  ４．採水日程 

    採水日程は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。 

 

  ５．委託番号・履行場所及び委託期間 

    本業務委託の委託番号・履行場所及び委託期間は以下のとおりである。 

 

     １）委託番号  

      25-51022 

     ２）履行場所 

      新潟県阿賀野市大室(大室浄水場)地内 

     ３）委託期間 

      契約日 ～ 令和 8年 3月 31 日 
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６．提出書類 

本業務委託について受注者は、次の書類を提出すること。これらに要する費用は受

注者の負担とする。 

 

    【着手時の書類】 

１) 業務委託着手届 

     ２) 現場代理人・主任技術者届(経歴書添付) 

     ３) 工程表(書式は任意) 

     ４) 水道 GLP 認証の写し(ISO9001 可) 

     ５) 外部精度管理実施状況に関する書類 

     ６) 内部精度管理実施状況に関する書類 

     ７) 水道水質検査方法の妥当性評価に関する書類 

     ８) 一部検査項目の標準作業書(監督職員から指示) 

 

    【委託期間中の書類】 

     １) 業務委託一部履行届 

     ２) 検査結果書 

     ３) CD 等電子記憶媒体 

          (ｲ)標準作業書に定める書類(検量線作成記録等) 

          (ﾛ)検査機器の出力データ(結果統計等) 

４) その他監督職員が指定するもの 

   

    【履行時の書類】 

１) 業務委託履行届 

２) 年間水質検査結果(各採水地点毎に最小値、最大値、平均をまとめたもの) 

     

７．定めのない事項等 

    この仕様書の定めのない事項、またはこの仕様書について疑義が生じた場合は、必

要に応じて監督員と受注者とが協議して定める。 
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第２章 特記仕様 

 

第１節 共通事項 

 

 １．検査項目及び検査計画 

   本業務委託は、水道法第４条の規定に基づく「水質基準に関する省令」で規定する水

質基準項目(５１項目)を検査するものである。 

また、安田地区の地下水農薬検査及び大室浄水場の汚泥池汚泥水の検査についても、

同時に行うものである。 

検査項目及び検査計画は別紙「検査項目及び検査計画」を参照とする。 

 

 ２．採水場所 

   本業務委託の採水場所は、以下のとおりとする。 

区分 採水場所 

末端水 かがやき、小松、丸山 

原水 渡場水源地取水場、渡場第二浄水場 

農薬 渡場水源地取水場、渡場第二浄水場、渡場水源地 

汚泥水 大室浄水場汚泥池 

 

３．検体の採取及び運搬 

検体の採取及び運搬は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方

法(平成 15年厚生労働省告示第 261 号)に基づく。 

試料の採取は発注者が行い、運搬は受注者が行う。 

検体の採取方法について、受注者は、発注者に指示し、毎月の採取毎に採取方法の指

示書及び記録用紙を準備する。 

 

 ４．検査方法 

検体の検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平

成 15年厚生労働省告示第 261 号)に基づく。 

 

 ５．臨時検査 

受注者は、水質に関する異常等の理由で発注者から緊急に検査の申し込みがあった

場合、可能な限り受託すること。 

 


